
情報掲示板情報掲示板

介
護
・
福
祉
科
訓
練
生

　

県
で
は
離
職
者
の
再
就
職
支
援
と

し
て
、介
護
・
福
祉
科（
実
務
者
研
修
）

の
訓
練
生
を
募
集
し
ま
す
。

【
訓
練
期
間
】＝
９
月
14
日（
木
）～
平

成
30
年
３
月
13
日（
火
）

【
内
容
】＝
介
護
福
祉
士
実
務
者
養
成

の
た
め
の
、
学
科
・
実
技
・
施
設
実
習

他【
応
募
資
格
】＝
雇
用
保
険
受
給
者

（
優
先
）・
再
就
職
の
意
欲
が
高
く
、

公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
登
録
し
て

い
る
方
で
、
安
定
所
長
の
受
講
推
薦

が
受
け
ら
れ
る
方

【
訓
練
場
所
】＝
峰
山
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー（
高
江
町
）

【
定
員
】＝
24
人

＊
受
講
無
料

＊�

テ
キ
ス
ト
代
お
よ
び
訓
練
生
総
合

保
険
料（
任
意
）は
自
己
負
担

【
申
込
期
限
】＝
８
月
21
日（
月
）

【
選
考
試
験
】＝
８
月
31
日（
木
）

【
申
込
方
法
】＝
直
接

【
申
込
先
】＝
川
内
公
共
職
業
安
定
所

（
22
）８
６
０
９

【
問
合
先
】＝
県
立
宮
之
城
高
等
技
術

専
門
校

（
53
）０
２
０
７

80
歳
以
上
で
自
分
の
歯
が
20

本
以
上
あ
る
方　
　
　
　
　

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
？

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
80
歳
以
上
で

20
本
以
上
の
歯
を
保
つ
こ
と
を
目
標

に
８
０
２
０（
は
ち
ま
る
に
い
ま
る
）

運
動
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
も
、
自
分
の
歯
を
20
本
以

上
保
っ
て
い
る
80
歳
以
上
の
方
を
表

彰
し
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
は
、
最
寄
り
の
連
絡

先
に
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】＝

▼�

80
歳
以
上
で
自
分
の
歯
が
20
本
以

上
あ
る
方

▼�
広
報
紙
な
ど
に
個
人
の
情
報（
氏

名
・
年
齢
な
ど
）を
掲
載
す
る
こ
と

に
同
意
し
て
い
た
だ
け
る
方

＊�

過
去
に
表
彰
を
受
け
た
方
は
対
象

外
で
す
。

【
連
絡
先
】＝

▼�

薩
摩
川
内
市
歯
科
医
師
会
ま
た
は

薩
摩
郡
歯
科
医
師
会
に
加
入
す
る

本
市
内
の
歯
科
医
院

▼
祁
答
院
歯
科

▼
薩
摩
川
内
市
立（
歯
科
）診
療
所

【
受
付
期
間
】＝
８
月
１
日（
火
）～
25

日（
金
）

【
問
合
先
】＝
市
民
健
康
課
健
康
増
進

Ｇ（
川
内
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

（
22
）８
８
１
１

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座【
時
】＝
８
月
５
日（
土
）10
時
30
分
～

11
時
30
分

【
所
】＝
カ
フ
ェ
あ
じ
さ
い（
介
護
老

人
保
健
施
設　

横
馬
場
町
）

【
内
容
】＝
認
知
症
に
つ
い
て
の
理
解

と
対
応
や
見
守
り
に
つ
い
て
、
専
門

家
が
分
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
す
。

【
対
象
】＝
認
知
症
介
護
者
・
地
域
の

方
な
ど
、
ど
な
た
で
も
可

＊
参
加
無
料

【
問
合
先
】＝
カ
フ
ェ
あ
じ
さ
い

（
25
）２
２
２
５

歴
史
講
座　
　
　
　
　
　
　

薩
摩
焼
の
幕
末
・
明
治　
　

−

平
佐
焼
の
動
向
を
中
心
に

−

【
時
】＝
８
月
26
日（
土
）13
時
30
分
～

15
時

【
所
】＝
川
内
歴
史
資
料
館　

研
修
室

【
講
師
】＝
鹿
児
島
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
黎
明
館　

主
任
学
芸
専
門
員　

深ふ
か

港み
な
と

恭き
ょ
う

子こ

氏

【
対
象
】＝
一
般

【
定
員
】＝
50
人

【
受
講
料
】＝
２
０
０
円

【
申
込
締
切
】＝
８
月
25
日（
金
）

【
申
込
方
法
】＝
直
接
、
電
話

【
申
込
・
問
合
先
】＝
薩
摩
川
内
市
民

ま
ち
づ
く
り
公
社
学
芸
施
設
課（
川

内
歴
史
資
料
館
内
）

（
20
）２
３
４
４

何
で
も
相
談
室　
　
　
　
　

【
毎
週
土
曜
日
】

　
「
こ
の
悩
み
、
ど
こ
に
相
談
に
行

け
ば
良
い
の
か
し
ら
？
誰
か
に
聞
い

て
ほ
し
い
け
ど
・
・
・
」あ
な
た
の

心
配
事
を
、
相
談
員
が
ゆ
っ
く
り
お

聞
き
し
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、
何

で
も
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

　

毎
月
第
１
土
曜
日
は
、
女
性
の
お

悩
み
１
１
０
番
！
女
性
専
用
相
談
日

で
す
。

【
時
】＝
毎
週
土
曜
日
13
時
～
16
時

【
所
】＝
ま
ち
あ
い
サ
ロ
ン（
国
道
３

号
沿
い
・
川
内
山
形
屋
向
か
い
）

【
相
談
員
】＝
元
人
権
擁
護
委
員
、
消

費
生
活
専
門
相
談
員　

他

【
相
談
内
容
】＝
相
続
・
教
育
・
家
族
・

婚
姻
・
多
重
債
務　

他

＊
電
話
相
談
も
可

【
連
絡
先
】＝
ま
ち
あ
い
サ
ロ
ン

（
27
）６
７
５
８

【
問
合
先
】＝
本
庁
ひ
と
み
ら
い
政
策

課
ひ
と
み
ら
い
政
策
Ｇ（
内
線
４
７

４
１
）

「
は
り
灸
の
日
」健
康
相
談
会

　

は
り
灸
の
日（
８
月
９
日
）に
ち
な

ん
で
、
次
の
と
お
り
無
料
相
談
会
を

実
施
し
ま
す
。
気
軽
に
来
場
く
だ
さ

い
。

【
時
】＝
８
月
６
日（
日
）９
時
30
分
～

12
時

【
所
】＝
平
佐
西
集
会
所
２
階（
川
内

駅
立
体
駐
車
場
隣
）

＊
駐
車
場
あ
り（
５
～
６
台
分
）

【
問
合
先
】＝
薩
摩
川
内
鍼
灸
師
会

▼
ひ
が
し
療
院

（
25
）４
１
２
８

▼
市
来
療
院

（
26
）２
３
５
０

特
設
人
権
相
談
所
・
派
遣
登

記
所
開
設

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局
と

川
内
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
に
よ
る

特
設
人
権
相
談
所
・
派
遣
登
記
所
が

開
設
さ
れ
ま
す
。

　

気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

鹿
島
地
域

【
時
】＝
８
月
９
日（
水
）11
時
～
16
時

【
所
】＝
鹿
島
公
民
館　

視
聴
覚
室　

下
甑
地
域

【
時
】＝
８
月
10
日（
木
）９
時
～
14
時

【
所
】＝
下
甑
支
所　

２
階
会
議
室

【
問
合
先
】＝

▼
鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局

　

（
22
）２
３
０
０

▼�

下
甑
支
所
地
域
振
興
課
市
民
生
活

Ｇ（
内
線
３
２
１
）

▼�

鹿
島
支
所
地
域
振
興
課
市
民
福
祉

Ｇ（
内
線
３
２
１
）

か
ご
し
ま
就
農
・
就
業
相
談
会

　

こ
の
鹿
児
島
で
、
自
然
を
相
手
に

働
い
て
み
ま
せ
ん
か
。
気
軽
に
相
談

く
だ
さ
い
。

【
時
】＝
８
月
11
日（
金
）10
時
～
16
時

【
所
】＝
か
ご
し
ま
県
民
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
予
約
不
要

＊
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】＝（
公
益
社
団
法
人
）鹿
児

相
　
談

島
県
農
業
・
農
村
振
興
協
会
農
業
後

継
者
育
成
部

０
９
９（
２
１
３
）７
２
２
３

交
通
事
故
無
料
相
談
会

　

交
通
事
故
被
害
者
救
済
推
進
協
会

に
よ
る
相
談
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
。

【
時
】＝
８
月
12
日（
土
）10
時
～
15
時

【
所
】＝
川
内
文
化
ホ
ー
ル

【
内
容
】＝
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
額

の
算
定
や
損
害
賠
償
の
進
め
方　

他

【
問
合
先
】＝
特
定
非
営
利
活
動
法
人

交
通
事
故
被
害
者
救
済
推
進
協
会

（
29
）３
３
１
１

財
産
・
登
記
無
料
相
談　
　

【
要
予
約
】

　

県
司
法
書
士
会
所
属
の
司
法
書
士

に
よ
る
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

【
時
】＝
８
月
10
日（
木
）13
時
30
分
～

16
時
30
分

【
所
】＝
総
合
福
祉
会
館（
永
利
町
）

【
内
容
】＝
財
産
・
登
記
に
関
す
る
相

談
、
そ
の
他
金
銭
貸
借
な
ど
契
約
全

般
に
関
す
る
相
談

【
対
象
】＝
本
市
に
居
住
す
る
方（
法

人
は
除
く
）

＊�

相
談
日
に
は
、
必
ず
当
事
者
本
人

が
来
場
く
だ
さ
い
。

【
定
員
】＝
先
着
６
人（
１
人
30
分
）

【
予
約
開
始
】＝
８
月
１
日（
火
）か
ら

【
予
約
方
法
】＝
電
話

＊
受
付
時
間
は
、
平
日
９
時
～
17
時

＊�

安
易
な
キ
ャ
ン
セ
ル
は
遠
慮
く
だ

さ
い
。

【
予
約
・
問
合
先
】＝
市
社
会
福
祉
協

議
会
本
所

（
22
）２
３
５
５

県
行
政
書
士
会　
　
　
　
　

川
薩
地
区
支
部
会
員
に
よ
る

無
料
相
談
会

　

支
部
所
属
の
会
員
が
交
代
で
相
談

に
当
た
り
ま
す
。
秘
密
は
固
く
守
り

ま
す
。

【
時
】＝
８
月
19
日（
土
）10
時
～
15
時

【
所
】＝
川
内
文
化
ホ
ー
ル　

【
内
容
】＝
相
続
、
遺
言
、
財
産
管
理
、

成
年
後
見
、
交
通
事
故
、
離
婚
問
題
、

法
的
書
類
作
成
、
行
政
手
続
き
の
相

談　

他

【
予
約
・
問
合
先
】＝
県
行
政
書
士
会

川
薩
地
区
支
部　

針は
り

山や
ま

（
27
）１
１
０
７

０
９
０（
６
１
６
２
）２
９
７
０

司
法
書
士
無
料
法
律
相
談　

【
要
予
約
】

　

県
司
法
書
士
会
所
属
の
司
法
書
士

に
よ
る
法
律
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

【
時
】＝
８
月
25
日（
金
）13
時
～
16
時

【
所
】＝
本
庁
２
階　

相
談
室

【
内
容
】＝
主
に
多
重
債
務
に
関
す
る

相
談
、
そ
の
他
金
銭
貸
借
な
ど
契
約

全
般
に
関
す
る
相
談

【
対
象
】＝
本
市
に
居
住
す
る
方（
法

人
は
除
く
）

＊�

相
談
日
に
は
、
必
ず
当
事
者
本
人

が
来
場
く
だ
さ
い
。

【
定
員
】＝
先
着
６
人（
１
人
30
分
）

【
予
約
開
始
】＝
８
月
１
日（
火
）か
ら

【
予
約
方
法
】＝
電
話

＊�

受
付
時
間
は
、
平
日
８
時
30
分
～

17
時
15
分

＊�

安
易
な
キ
ャ
ン
セ
ル
は
遠
慮
く
だ

さ
い
。

【
予
約
・
問
合
先
】＝
本
庁
保
護
課
生

活
支
援
相
談
Ｇ（
内
線
２
５
７
２
）

弁
護
士
無
料
法
律
相
談　
　

【
要
予
約
】

　

県
弁
護
士
会
所
属
の
弁
護
士
に
よ

る
法
律
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

【
時
・
所
】＝

▼�

８
月
10
日
・
24
日
の
各
木
曜
日
13

時
～
16
時
、
本
庁
２
階
相
談
室

▼�

８
月
18
日（
金
）13
時
～
16
時
、
川

内
文
化
ホ
ー
ル

【
対
象
】＝
本
市
に
居
住
す
る
方（
法

人
は
除
く
）

＊�

相
談
日
に
は
、
必
ず
当
事
者
本
人

が
来
場
く
だ
さ
い
。

【
定
員
】＝
各
日
先
着
６
人（
１
人
30

分
）

【
予
約
開
始
】＝
８
月
１
日（
火
）か
ら

【
予
約
方
法
】＝
電
話

＊
受
付
時
間
は
、
平
日
９
時
～
17
時

＊�

安
易
な
キ
ャ
ン
セ
ル
は
遠
慮
く
だ

さ
い
。

【
予
約
・
問
合
先
】＝
県
弁
護
士
会

０
９
９（
２
２
６
）３
７
６
５

火
入
れ
許
可
申
請
は　
　
　

実
施
日
の
５
日
前
ま
で
に

　

森
林
ま
た
は
森
林
の
周
囲
１
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
あ
る
土
地
に
お

い
て
火
入
れ（
焼
き
畑
や
害
虫
駆
除

な
ど
）を
行
う
場
合
、
森
林
法
に
基

づ
き
申
請
が
必
要
で
す
。

【
申
請
書
類
】＝

・
火
入
れ
許
可
申
請
書

・�

火
入
れ
を
行
う
場
所
の
位
置
図
な

ど
＊�

申
請
書
は
本
庁
４
階
林
務
水
産
課

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
に
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

【
申
込
・
問
合
先
】＝
本
庁
林
務
水
産

課
林
業
振
興
Ｇ（
内
線
４
２
７
３
）お

よ
び
各
支
所
地
域
振
興
課
産
業
振
興

Ｇ（
鹿
島
支
所
は
産
業
建
設
Ｇ
）

伐
採
届
制
度

　

森
林
所
有
者
な
ど
が
、
地
域
森
林

計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林

の
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め「
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林

の
届
出
書
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

【
提
出
期
間
】＝
伐
採
を
開
始
す
る
日

の
90
日
前
か
ら
30
日
前
ま
で

【
提
出
書
類
】＝

・�

伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出

書
・�
伐
採
箇
所
お
よ
び
面
積
が
確
認
で

き
る
図
面

＊�

届
出
書
は
、
本
庁
４
階
林
務
水
産

課
お
よ
び
各
支
所
地
域
振
興
課
に

あ
り
ま
す
。ま
た
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

【
提
出
・
問
合
先
】＝
本
庁
林
務
水
産

課
林
業
振
興
Ｇ（
内
線
４
２
７
３
）お

よ
び
各
支
所
地
域
振
興
課
産
業
振
興

Ｇ（
鹿
島
支
所
は
産
業
建
設
Ｇ
）

戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友

好
親
善
事
業

　

一
般
財
団
法
人
日
本
遺
族
会
で
は
、

厚
生
労
働
省
か
ら
補
助
を
受
け
、
先

の
大
戦
で
父
な
ど
を
亡
く
し
た
戦
没

者
遺
児
を
対
象
と
し
て
、「
戦
没
者

遺
児
に
よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、

父
な
ど
が
戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
、

慰
霊
追
悼
を
行
う
と
と
も
に
、
同
地

域
の
住
民
と
友
好
親
善
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

【
参
加
料
】＝
10
万
円

【
対
象
】＝
今
回
の
事
業
実
施
地
域
で
、

父
な
ど
を
亡
く
し
た
戦
没
者
遺
児

＊�

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
申
込
方
法
】＝
直
接
、
県
遺
族
会
へ

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
申
込
・
問
合
先
】＝
県
遺
族
会

０
９
９（
８
１
２
）８
２
９
２

お
知
ら
せ
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